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午前１１時４０分開会 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、只今より建設観光委員会を開催いたします。

まず７月１５日に発生しました豪雨におきまして、災害を受けられました皆様方に

対して担当所管委員会として深くお見舞いを申し上げます。委員の皆様方につきま

しては只今の現地視察について、大変お疲れでございました。それでは、先の本会

議におきまして、本委員会に付託されました議案３件、請願１件につきまして、審

査いたしますのでご協力をよろしくお願いいたします。市長さん何かございました

ら。 

○市長（村田弘司君） それでは１点ご報告を申し上げておきたいと思います。消防

指令業務の共同運用についてでございますけれども、ご承知のように美祢市は市民

の方の安心・安全は、市が共に守っていくということで、美祢市単独の消防本部を

設置をして将来的にもその形でいくというふうになっております。ちょっと先のこ

とになりますけれども、電波法の関連改正によりまして、平成２８年５月末までに

消防指令業務については全面的にデジタル化が必要というふうになっております。

このことにあたりまして、現在の粗試算をいたしましたところ、だいたい３億程度

の整備費がかかるというふうに見込まれておるところでございます。この消防指令

業務を再編整備をするということで、単独でやりますと３億程度係るわけですけれ

ども。実は共同運用することによりまして、非常に初期コストが安くなるという面

がございます。半分から３分の１になるというふうに見込まれております。それと

国の方が共同運用を推進しておりまして、地方交付税が３５％、単独でやれば見て

もらえるんですが、それが半分、５割まで引き上げられるということもあります

し、ランニングコストにつきましても共同運用のほうは、メリットが大きいという

ことで、そういうことを考えまして私の方は、下関市が市の境界線を美祢市と接し

ておる近隣の市では、最も大きな境界線を持っておるのが下関市でございます。そ

れと中核市であるということで、３０万都市ということで県下最大の都市でありま

すけれども、消防体制についても非常に充実しておるということで、下関市と共同

運用することによって万が一大規模な災害、事件等がありましたときに、共同して

事に当たられるということで非常に美祢市にとってメリットが大きいということも

ありますので、私のほうが政策的に判断いたしまして、下関市と共同運用というこ

とで、今話を進めてまいっております。下関市の中尾市長と私非常に好意にさせて
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いただいておりまして、実は下関市と共同運用することについては美祢市サイドの

ほうにメリットが大きいわけでございますけれども、下関市はのっていただいたと

いう形で、長門についてもその中に入ってくる可能性もあります。ですから下関市

と美祢市と共同運用ということがありますけれども、それに長門が入ってくる可能

性もあるということを睨んだ上で今やっておるということで、早くても平成２５年

程度になると思います共同運用開始されるのが。現在そういうことで行政サイドで

事務的に調整を進めておるということを市議会のほうに報告をさせていただきま

す。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） 議長さん。何か。 

○議長（秋山哲朗君） ありません。よろしくお願いします。 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより審査を始めます。はじめに議案第５

号平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第５号）を審査いたします。執行部より

本委員会の所管事項について説明を求めますが、本会議におきまして、十分な質疑

等もなされておりますので、要点のみについて説明をして下さい。それでは説明を

求めます。はい、秋枝農林課長。 

○建設経済部農林課長（秋枝秀稔君） 補正予算書お願いいたします。５－１４ペー

ジ、１５ページでございます。右の００１農業振興経費の修繕料として２０万６，

０００円の計上をさせていただきました。これは来福台にあります美祢市農産加工

センター虹工房の排水処理施設の制御板が故障いたしまして緊急に修理をするもの

であります。続きまして００２中山間地域等直接支払事業の電算機器等としまして

２０万８，０００円を計上させていただきました。本年度から中山間地域等直接支

払事業の第３期対策に入るわけでございまして、この事務調整を進めております

が、事務が集中しましたところで、電算システムに接続しておりますプリンターが

故障いたしまして、緊急にプリンターの整備をさせていただきたいというところで

ございます。続きまして、米需給調整総合対策事業の臨時職員賃金に３１４万３，

０００円を計上しております。水田転作の事務補助につきまして、各支所１名の臨

時雇いを雇用しておるところでございますが、この度戸別所得補償モデル対策事業

で事務費として２７４万５，０００円の配分が決定されました。ということで補助

事業での雇用に予算を組み替えするものでございます。次の４目農地費でございま

す。００４県営中山間地域総合整備事業負担金３７３万８，０００円でございま
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す。２１年度事業で岩ヶ河内等の圃場整備等県営で行っております。これらの事業

の今年補完工事が出てまいりまして、市の負担金の計上というふうになったわけで

ございます。当初予算には１２１万９，０００円を見込んでおりましたが、若干の

上乗せが必要になったということでございます。以上で農林費関係を終わらさせて

いただきます。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは同じく５－１４ページ、一番下に

なるんですけど、８款土木費・２項の道路橋梁費でございますが、道路新設改良

費、補正額３，８００万円の減額でございます。その隣のページ移っていただきま

して、００２社会資本整備総合交付金でございます。その中の道路整備工事として

３，８００万円を減額するものでございます。これは現在この事業を行っておりま

す秋吉小学校線につきましての減額でございます。続きまして、５－１６ページを

お開き下さい。８款土木費・３項都市計画費の中の街路事業費でございます。補正

額３，８６０万円、隣のページ５－１７ページをご覧下さい。００４社会資本整備

総合交付金事業の中でございますが、この中で新たに街路事業といたしまして、市

道渋倉伊佐線についてでございます。この道路は主要県道下関美祢線と国道４３５

号を直結する重要な路線でございまして、市道渋倉下村線下村交差点より国道３１

６号線の区間についてはすでに整備を進めておる次第でございますが、引き続き同

交差点より主要県道下関美祢線西渋倉までの整備がなされることにより国道３１６

号線と主要県道までの道路がつながり、市中心部の交通の円滑化確保と利便性が高

まり、交通ネットワークを形成し地域格差の確証が図れるために早期の整備をする

ための事業でございます。その事業費といたしまして、測量委託料、これ現地測量

なんですけど６５０万円。道路の設計委託料が１，５５０万円。調査、地質調査な

んですけど１，６００万円。それと都市計画決定の中で一部変更がありますので、

その業務委託料が６０万円を行うものでございます。この事業の概要でございます

が、延長が９２０ｍ、幅員が１８ｍで全体事業費を２億４，３００万円としており

ます。また今回の補正につきましては、県事業の代行工事として、継続して行いた

いと考えておりますので今補正予算で計上させていただきました。それともう一点

でございますが、先程秋吉小学校線、もう一つ沖田１号線が社会資本整備で３本今

回の渋倉伊佐線と３本になるんですけど、来年度からこの社会資本整備事業の道路
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事業の補助事業として、この３路線について事業を進めてまいりたいと思っており

ます。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、秋枝農林課長。 

○建設経済部農林課長（秋枝秀稔君） 続きまして、歳入でございます。５－８、５

－９ページをお願いいたします。１２款分担金及び負担金・１項分担金・２目の農

林業費分担金でございます。先程申しました県営中山間地域総合整備事業で今年の

補完工事を行うということで、地元の負担金が受益者負担金が出てまいるというこ

とでございます。１５万９，０００円計上させていただいております。続きまして

一番下は、１５款県支出金・２項県補助金・５目の農林費県補助金でございます。

先程申しましたモデル対策事業の補助金が確定いたしまして２７４万５，０００円

を計上しております。これは先程申しました臨時雇いさんの賃金としての使用でご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） はい、質疑なしと認めます。本案に対するご意見はござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第５号平成２２年度美祢市一般

会計補正予算（第５号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第１４号市道路線の認定についてを審査いたします。執行部よりご説

明をお願いいたします。矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは、議案第１４号市道路線の認定に

ついてでございますが、議案書の１４－１ページから１４－３ページまでをお開き

下さい。まずきょう現地査定で２番目に見ていただいた現場なんですけど、大嶺町

奥分にあります県道美祢油谷線、上麦川より白岩間の道改良が県の工事が終わりま
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して、県道の路線変更がございまして、同区間を市道として認定するものでござい

ます。それともう一点が、一番最後現地を見ていただきました古屋敷坂根線でござ

いますが、美東町大田にあります県道佐々並美東線、坂根橋より市道坂根線の間で

ございますが、これも県道の改良工事が完成いたしまして、路線の変更があり同区

間を市道として認定するものでございます。以上２路線につきまして、道路法第８

条第２項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、説明が終りました。本案に対する質疑はございま

せんか。はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） 今現地を見せてもらって大変参考になりましたが、要は県道

を市道に県道が新しくできてもとの市道が県から払い下げを受けるということの説

明があった訳ですが、要は受けるときにあくまでも今から維持管理もあるでしょう

が、この辺の整備を県に要望されておるかおらんか。それと当然交付金の対象には

なるんじゃが、この辺についてどのような県との交渉になっておるか解れば言うて

下さい。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） 今回の市道になる段階で県との交渉で、旧

道、市道に認定する区間の旧道処理と言いますか、舗装とか水路の要望を出しまし

て、ある程度整備が済んでおるということで、今回この県道、旧県道を市道として

頂いたものでございます。それと路線の交付金はまた路線が確定いたしまして、交

付金の調査の段階で、またうちのほうから申請をいたしまして、交付金の対象とな

ることと思います。なります。以上です。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） 答弁でだいたい解ったわけですが、要は市道へ払い下げを受

けるときに必ずその辺を留意されて、旧美東町ら時もそういう問題がいろいろあっ

たけど、整備を管理、今から市が管理するからについては、その整備はあくまでも

県にその辺の管理をできやすいように、条件付でいつも払い下げを受けておったと

いうことですが、今答弁ではだいたいええから今のままで一応払い下げて一応あま

りないということでありますので、あまり私のほうから言う訳にいかんですが、地

元の人なんかもその辺で了解済みということでございましょうか。以上。 



－7－ 

○委員長（佐々木隆義君） はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） 地元の方も了解をして頂いておりますし、

市道としても今度は維持管理していかなくてはいけないと考えております。以上で

す。 

○委員長（佐々木隆義君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） はい、それでは本案に対するご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではこれより議案第１４号市道路線の認定について

を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と言う者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

  次に、議案第１５号市道路線の変更についてを審査いたします。執行部より説明

をお願いいたします。矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは議案第１５号市道路線の変更につ

いてでございます。議案書の１５－１、１５－２ページをお開き下さい。秋芳町青

景鍛冶屋にあります市道石原田線につきまして圃場整備事業に伴い、同路線の付け

替えが行われたことにより、起点が変更となりました。よって路線の変更すること

となり、道路法第１０条第３項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものでござ

います。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 本案に対するご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではこれより議案第１５号市道路線の変更について

を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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    〔「異議なし」と言う者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

  次に、請願受理番号第１号市道編入請願書を審査いたします。それでは請願書に

つきまして、執行部の所見をお伺いいたします。はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは市道編入の所見を申します。きょ

う一番最初に現地を見ていただいたところでございますが、豊田前地区より請願書

がなされ、古鳥帽子地区の道路でございますが、市道を認定するには認定基準に係

る要件がいくつかあるわけでございますが、道路の起点、一番最初に見てもらった

ところ、市道嶽線と言います。途中見ていただいて一番最後のところは、終点が古

烏帽子線で、起点・終点とも公道に接しているということが一つ要件とあります。

次に集落間を結ぶ重要な路線であること。同じ豊田前１０区の嶽地区と古烏帽子地

区を結ぶ重要路線であることが一つあります。道路の敷地が分筆されて、所有権が

移転できること。すでに基盤整備の中で、所有権は美祢市になっているということ

があります。４点目として、道路幅員が２ｍ以上であること。現地を見ていただき

ましたが、幅員は３ｍ、もしくは３ｍ５０はあったということでご確認していただ

きました。以上のことにより認定基準及び要件に徹していると判断いたし、請願中

の路線は適合すると判断いたしますが、現地見ていただいたとおり、途中、今回の

災害で被災を受けております。その被災が農林災害なんですけど、その農林災害の

復旧してからの認定がよいと考えております。以上です。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、只今の執行部の所見を含めまして、本請願に対す

る質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） はい、なしと認めます。本案に対するご意見はございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではこれより請願受理番号第１号市道編入請願書を

採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり採

択されました。 

  以上で本委員会に付託されました議案３件、請願１件につきましては審査を終了

いたしました。そのほか委員の皆さんで何かございましたらご発言をお願いいたし

ます。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではないようですので、以上を持ちまして、本委員

会を閉会といたします。ご審査・ご協力誠にありがとうございました。 

  委員の皆さん方については行政視察の件につきまして、若干ご相談がございます

のでそのままお願いいたします。 

    午後０時０６分閉会 
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